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研究要旨 

 
A．研究目的 

本研究では，2019 年現在，米国の死因第

2 位であり，年間の総逸失利益が約 944 億ド

ルにのぼると推定されている悪性新生物(が
ん)に着目し，2 種類の薬物療法－静脈用抗

がん剤(intravenous anticancer drugs：以下,  
IAD)と経口抗がん剤(oral anticancer drugs：以
下，OAD)－双方への公平なアクセスを保証

するよう，民間医療保険におけるスキームの

平準化を州法によって義務付けた anticancer 
drug parity laws 導入に対する政策評価を行

っている． 
 

 
第 1 に，代表的な抗がん薬物療法の 1 つで

ある分子標的療法では，IAD に比較すると， 
OAD の方が，治療効率が高く，患者の生存

率向上に寄与することが，臨床試験により明ら

かにされている．第 2 に，OAD と手術・放射

線治療等の併用は，頭頸部がんの治療効率

や生存率を改善する等，患者のアウトカムにと

って有益である．第 3 に，IAD は，点滴静脈

注射の利便性・安全性の確保に，輸液ポンプ

等の医療機器を使用することから通院・入院

が必要となるが，OAD は患者が直接服用可

能な錠剤であるためその必要がなく，OAD は

本研究では，米国における州ごとの抗がん剤パリティ法(anticancer drug parity laws)の導入時

期の違いを「自然実験(外生ショック)」と見做し，2004-2017年における各州の集計データである

Compressed Mortality Filesに，固定効果を調整した差の差推定法(staggered difference in 
difference with fixed effects )を応用し，地域間における保健収載の在り方が死亡率に与える影

響を定量的に検証する． 
推定の結果，抗がん剤パリティ法は頭頚部がんの死亡率を統計学的に有意に引き下げるが，

他の部位のがんには影響を与えないことがわかった．尚，保険収載以外で，抗がん剤パリティ法

と悪性がん死亡率の関係に影響を与える潜在的なチャネルを除外した．また，本研究の推定結

果は，様々なheterogeneityやプラシーボ検定に対しても頑健であった．本結果は，経口抗がん剤

への平等なアクセスを提供することが，致死率の高い頭頚部がん患者の早期死亡の予防に有効

な手段であることを示唆している． 
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IAD よりも患者にとっての利便性の点ではる

かに優れている． 
しかし，先進国の中で唯一国民皆保険制

度が存在せず，国民の多くが民間保険に依

存している米国では，65 歳以上の高齢者を

対象とした公的医療保障制度である

Medicare であっても，処方箋薬剤給付保険

(Medicare Part D)に象徴されるように，OAD
を含む薬物治療に係る調剤給付は任意加

入，かつ，Medicare から認可された民間保険

会社による運営となっており，被保険者には，

その分，高い保険料率が課される．また，効

能の高い OAD が開発された場合，開発した

製薬メーカーと民間保険会社との間の個別契

約により当該薬剤は「higher tier(上位層)」に
分類され高額薬剤となるため，年間最大許容

額は低く，自己負担額が高く設定され，保険

適用範囲が制限されている．他方，医療現場

での投与が必要となる IAD は，調剤給付で

はなく，医療給付の対象となっているため，各

薬剤について，年間最大許容額は高く，自己

負担額が固定されており，患者の経済的負担

は少ない． OAD と IAD に対する民間医療

保険の適用範囲のこうした格差により，米国

社会では，治療効率が高い薬剤に対する，被

保険者によるアクセスの公平性が阻害される

という課題を抱えている． 
 
B．研究方法 

そこで，本研究では，2008-2016 年にかけ

て米国の 29 州で導入された anticancer drug 
parity laws が，がん患者の死亡率にどのよう

な影響を与えたかを定量的に検証するため，

米国疾病予防管理センター・国立がん研究所

・国勢調査局・ミネソタ大学・労働省労働統計

局・カイザーファミリー財団等が公表している

複数のデータソースから構築した州単位の集

計パネルデータ(2004-2017 年)に，event 
studies with staggered adoption(以下，event 
studies)により common trend を確認した上で，

staggered difference in difference with fixed 
effects(以下，DID)を応用した．尚，anticancer 
drug parity laws の導入の有無とタイミングに

ついては，各州の法令集に当たり，「がん細

胞の死滅，又は，増殖遅延を目的とした経口

投与による抗がん剤(OAD)について，処方箋

薬剤給付の抗がん剤(OAD)又は静脈内投与

もしくは注射による抗がん剤(IAD)のいずれか

の低い費用負担を適用し，これを補償する」，

ないしは，「経口投与の抗がん剤(OAD)で，

がん細胞を死滅，又は，増殖を遅延するため

の薬物治療について，医療給付の対象となる

静脈内投与または注射による抗がん剤(IAD)
よりも不利にならないよう補償する」等の文言

が法令に明記されている州を処置群，明記さ

れていない州を対照群と定義し，法令に基づ

き導入時期を特定した．また，本章の観察期

間は，オバマヘルスケアリフォームによる

Medicare や Medicaid に対する抜本的な改革

が行われた時期に重なっていることから，公

的な医療保障制度改革の影響を除外するた

め，ベースラインでの分析対象を，民間保険

に加入する 25-64 歳に限定している． 
 

C．研究結果 
event studies と DID による推定の結果，

anticancer drug parity laws の導入が，頭頚部

がんの死亡率を約 9%，統計学的に有意に減

少させる傾向にある一方で，他の部位のがん

については統計学的な有意性は観測され

ず，様々な頑健性の確認を行った結果(州と

年によるクラスタリング・分析対象を導入州に

限定・月次単位での分析等)，統計学的有意

性と効果の大きさ共に影響はなかった．また，
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がん罹患率・非がん死亡率・非悪性腫瘍死亡

率を従属変数に用いた falsification test，及
び，OAD へのアクセスの代替チャネルとなりう

る民間保険への加入率を従属変数とした

DID では統計学的な有意性は確認されず，

当該州法導入による死亡率の改善が，頭頚

部がんの発症率やがん以外の死因による死

亡率の減少，ないしは，民間医療保険への加

入率の増加に起因するものではないことが確

認された． 
 
D．考察／E. 結論 

本研究は，精神医療や不妊治療に対する

parity laws に焦点を当てた先行研究を参考

に，米国のがん治療における OAD と IAD へ

のアクセス格差を是正する anticancer parity 
laws の導入の有無，及び，各州での導入時

期の違いを活用し，がんの死亡率に対する効

果を部位別に推定した最初の研究である．民

間医療保険におけるスキームの平準化が頭

頚部がんのみに有効であるという本章が得た

結果は，当該部位のがんでは単独療法に比

べ併用療法の治療効率が高いという臨床的

な知見とも一致している．例えば，乳がん等で

はもともと薬物療法の選択肢が多く，当該州

法の導入以前に，既に低コストで同水準の治

療効率が得られる単独・併用療法により代替

されていた可能性が高い．また，当該州法の

拘束を受けるのは，2004-2017 年において，

従業員 500 人以上の企業に勤務している被

雇用者のみとなるため，全人口の約 36%にす

ぎない．影響を受ける人口が半分以下である

ことを考えると，連邦政府によって全国に同様

の平準化法が採用されれば，州の平準化法

の影響を受けていないプランにも浸透し，これ

らのプランの人口に影響を与える可能性があ

る．したがって，本研究からは，このような法律

が連邦レベルで採択されれば，がん患者にと

ってより大きな利益となるという重要な政策的

含意が導出される． 
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